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 本市では、「島田市環境基本計画」に基づき、様々な環境に関する施策を実施しています。これらの施策

の実施状況について、島田市環境基本条例第８条に基づき、年次報告書である「島田市環境報告書」を作

成し、公表しています。 

 「島田市環境報告書（令和元年度版）」は、平成30年度における各種の環境施策の実施状況や環境測定

の結果による市内の環境の現状等について取りまとめ、市民の皆様に報告するものであるとともに、環境

基本計画や地球温暖化対策実行計画の進捗状況を把握し、検証するための資料となるものです。 

 

 

 

２-１ 環境行政の枠組み 

 本市の環境行政は、島田市環境基本条例に基づき、市全体の環境の保全及び創造に向けた基本的な姿勢

及び取組を「島田市環境基本計画」として定め、各種の環境施策を推進しています。また、行政としての

率先的な実行計画である「島田市地球温暖化対策実行計画」を策定し、市の事務事業から排出される温室

効果ガス排出量の削減・抑制を図っています。 

 計画をより効果的・効率的にするために、平成21年1月に島田市役所として環境マネジメントシステム＊

である「エコアクション21」＊を認証登録しました。 

環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の着実な推進と円滑な運用を図るため、「島田市環境管理シス

テム」を構築し、継続的な改善を図りながら進行管理を行っています。 

 

環境行政の枠組み（イメージ） 

 

 

序章 島田市環境報告書の概要 

１ 環境報告書の目的と役割 

２ 島田市の環境行政 
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２-２ 島田市環境基本計画 

今日の地球温暖化に代表される地球環境問題は、日々その深刻さや複雑さを増してきています。加害者

と被害者とがはっきりと目に見え、その問題範囲も限定されていた公害問題と違い、現在の環境問題は「大

量生産・大量消費・大量廃棄」という我々自身の生活のあり方に起因する、いわば私たち自身が加害者で

あり被害者でもある問題となっています。 

これらの問題を乗り越え、私たちの社会システムを持続可能なものに転換していくためには“Think 

globally, Act locally（地球規模で考え、地域で行動する）”の言葉どおり、私たち一人ひとりが地球全体

のことを考えながら、地域から価値観や思考・生活スタイルを転換するための地道な取組を自発的に行っ

ていかなければなりません。 

このような状況を踏まえ、本市では、平成13年３月に「島田市環境基本条例」を定め、平成15年３月

に「島田市環境基本計画」を策定しました。 

計画期間の満了に伴い平成24年度末には、社会動向の変化や新たな課題に対応し、本市の良好な環境を

将来の世代に引き継いでいくため、新たな「第２次島田市環境基本計画」を策定しました。平成25年度か

ら、同計画に基づき、様々な環境施策や環境に配慮した取組を推進しており、平成30年度には計画の中間

見直しを行い、「第2次島田市環境基本計画【後期基本計画】」策定しました。 

見直しの際に「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を第４章として追加しています。計画概要は下

記のとおりです。 

 

第２次島田市環境基本計画の概要 

（１）計画の期間 

  計画の期間は、平成25年度から平成34年度までの10年間とします。 

なお、社会経済及び環境の状況の変化や、計画の進捗状況並びに他の計画等との整合を図るため、昨

年度中間見直しを実施しました。 

 

（２）計画の対象とする環境の範囲 

  計画の対象とする環境分野は、自然環境、生活環境、資源循環、地球環境、環境教育・環境保全活動

とします。 

 

（３）計画の対象地域 

  計画の対象地域は、本市全域とします。 

ただし、地球温暖化や水資源などの課題については、必要に応じて広域的に対応します。 

 

（４）計画の推進主体 

  計画を推進する主体は、市・市民・事業者とします。 

各主体は、島田市環境基本条例に規定されている責務を果たすとともに、互いに連携し、一体となっ

て計画の目標の達成に向けて協力していくことが必要です。 
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第２次島田市環境基本計画の体系 

 

 

 

 

 

1-1 川や水を守る 

1-2 森林を守る 

1-3 農地を守る 

1-4 自然とのふれあいや多様な生き物を守る 

  

2-1 公害対策を進める 

2-2 きれいな水を守る 

2-3 きれいな空気を守る 

2-4 静かな環境を守る 

2-5 有害化学物質対策を進める 

  

3-1 ３Ｒでごみを減らす 

3-2 ごみを正しく処理する 

3-3 ごみのないまちづくりを進める 

3-4 グリーン購入・地産地消を進める 

  

4-1 地球温暖化対策を進める 

4-2 省エネルギーを進める 

4-3 
新エネルギー・再生可能エネルギーの

利用を進める 

4-4 低炭素型まちづくりを進める 

  

5-1 環境教育・環境学習を充実させる 

5-2 環境情報を発信する 

5-3 環境保全活動を活発にする 

 

 

 

 

※第２次島田市環境基本計画【後期基本計画】の本編は、島田市ホームページや情報公開コーナー（島

田市役所、金谷南支所、金谷北支所、川根支所）で御覧いただけます。 

 

 

基本目標 取組の方向 

１ 自然環境の保全 

望ましい環境像 

2 生活環境の保全 

３ 資源循環の推進 

４ 地球環境の保全 

５ 環境教育・環境 

保全活動の推進 
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２-３ 島田市地球温暖化対策実行計画 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の第21条第１項では、地方公共団体に対して、当該地方公共団体の

事務及び事業に関する温室効果ガス＊排出量の削減・抑制のための計画の策定を義務付けています。 

本市では、既存の率先実行計画「島田市（庁舎等）における環境対策行動プラン」を発展させ、平成16

年３月に「島田市地球温暖化防止実行計画」を策定し、市役所の地球温暖化対策の推進をしてきました。

平成30年度は、「島田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第３期計画」の期間（平成28年度～30

年度）が満了となりましたので、排出量の算定とその評価を行いました。詳細は、第４章をご覧ください。 

現在は、「島田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第４期計画」（計画期間：2019年度～2030

年度）を2018年度末に策定し、以下の目標を掲げ、市の事務事業から排出される温室効果ガス＊の排出抑

制に取り組んでいます。 

 

 

【計画期間】 

下記のとおり、2013 年度を基準として 2030 年度を目標年度に定め、計画を推進していきます。 

中間見直しについては、2025 年度に実施をする予定としていますが、国のエネルギー政策や地球温暖

化対策の施策の大幅な転換があった際には、必要に応じて見直しを実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【削減目標】 

 下記のとおり、2013 年度の温室効果ガス排出量を基準として、2024 年度を中間目標値、2030 年

度を目標値と設定し削減に努めていきます。また、排出活動については、「燃料の使用」、「他人から供給さ

れた電気の使用」、「一般廃棄物の焼却」、「公用車の走行」、「下水・し尿・雑排水処理」、「その他」に分類

し、排出量の経過観察を実施していきます。 

 また、環境負荷の低減を図るため、以下の取り組みについても継続して実施していきます。 

項目 

2013 年度 2017 年度 2022 年度 2024 年度 2030 年度 

(基準値) (現状値) 
(第２次島田市環境 

基本計画目標値) 
(中間目標値) (目標値) 

総排出量（t-CO2） 34,361 29,919 27,078 26,223 20,617 

基準年度比 － △12.9% △20.9% △23.4％ △40.0% 

項目 毎年の目標 

水の使用量 前年度比１％以上削減 

用紙の使用量（本庁舎集中管理分）Ａ４版換算 Ａ４版換算値で前年度比１％以上削減 

可燃ごみ排出量 前年度比１％以上削減 

グリーン購入＊率 90％以上を維持 

全体目標：温室効果ガス排出量を、2013年度を基準として2030年度までに40％削減する 

計画期間 

計画開始 2022 年度 

新病院 

開院予定 

基準年度 中間見直し 目標年度 計画策定 2023 年度 

新庁舎 

業務開始予定 

2013 年度 2018 年度 2019 年度 2025 年度 2030 年度 
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２-４ エコアクション 21＊ 

 エコアクション21とは、「環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境

への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、公表する」ための方法として、環境省が策定した

環境マネジメントシステムで、中小企業、学校、公共機関などの幅広い事業者を対象としています。 

エコアクション21では、ＰＤＣＡサイクルを基本としており、取組の不足している点や見直しが必要な

箇所を的確に把握し、「継続的改善」を図っていくことを目的としています。エコアクション21は、環境

への取組の推進だけでなく、光熱水費などの経費の削減なども可能となっています。 

 本市では、事業者としての温室効果ガス排出量の削減を含む環境配慮活動について、前記のとおり「島

田市地球温暖化対策実行計画」（以下「実行計画」という。）を策定しています。実行計画で定めている温

室効果ガス排出量の削減をさらに促進するため、平成21年１月に島田庁舎・第二庁舎・第三庁舎を範囲と

して、エコアクション21を認証取得しました。 

その後も、中間審査、更新審査に併せて、段階的に認証・登録範囲を拡大し、平成24年度には対象とな

る全ての施設について認証・登録を取得しました。 

また、本市では、事業所における地球温暖化防止に向けた取組を促進するため、エコアクション21認証

取得セミナーを開催し、市内事業者のエコアクション21認証・登録を支援しています。平成30年度末時

点で、市内79事業所（累計）が認証取得しています。 

 

２-５ 島田市環境管理システム 

本市では、「島田市環境方針」（環境保全に対する組織の基本的な姿勢）に基づき、各計画の円滑かつ効

果的な進行管理を行うために島田市環境管理システムを構築しています。 

PDCAサイクル（Plan（計画）→Do（実施及び運用）→Check（点検・評価）→Action（見直し））

に沿って取組を実践・評価することにより、継続的に改善していくものです。 
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 ２-６ COOL CHOICE（クールチョイス）宣言 

本市では、地球全体の問題である地球温暖化への対策を地域から進めるため、国民運動「COOL 

CHOICE（賢い選択）」に賛同し、2017年（平成 29）年 4月 11日に「島田市 COOL CHOICE 宣言」

を行いました。 

島田市ホームページやアース・キッズ事業、くらし・消費・環境展などのイベント開催時にも COOL 

CHOICE 賛同について、広く市民への周知を図っていきます。 
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市内では、市民・事業者が環境に関する様々な活動を実施しています。ここでは、しまだエコ活動に

登録のあった活動を紹介します。 

 

 

１-１ 環境保全活動登録制度（しまだエコ活動） 

①概要 

第２次島田市環境基本計画の推進に資すると期待される環境保全活動を「しまだエコ活動」として

登録することによって支援し、市民（市民団体、ＮＰＯ）・事業者による環境保全活動の活性化を図り

ます。 

②定義 

「しまだエコ活動」とは、以下の（１）及び（２）にあてはまる環境保全活動とします。 

（１）市民及び事業者が市内で行う環境保全活動。 

（２）第２次島田市環境基本計画に規定する市の施策、市民の取組、事業者の取組に関する環境保全

活動。 

 

１-２ 登録団体一覧（平成 30 年度） 

団体名 活動名 エコ活動レポート 

島田市の循環型社会を考える会 島田市の循環型社会を考える会 ― 

NPO法人 しまだ環境ひろば 

竹林の保全・管理 84ページ 

梅林の保全・管理 85ページ 

御仮屋市民農園の開設と維持管理 
86ページ 

休耕田を利用した「コミュニティ農園」で地産地消 

小水力発電の研究と導入促進 87ページ 

市民の環境意識向上のための広報活動 89ページ 

しまだ環境ひろば塾の開催 90ページ 

環境保全活動の進行管理の推進 92ページ 

生ごみ堆肥化の普及活動と生ごみ分別収集の調査研究 93ページ 

大鐘測量設計株式会社 伊太谷川清掃活動 94ページ 

NPO法人 しろやまゆいの会 地域の自然環境の保持と住民の生活向上 95ページ 

水と里山を守る会 里山・里地整備 荒廃耕作地を再耕作 96ページ 

ふるさとの森 森のクラフト教室 98ページ 

御林守河村家を守る会 文化財周辺風景の維持管理 98ページ 

JA大井川女性部島田ブロック 環境美化ごみ拾い運動 99ページ 

NPO法人 里山仕事・しょんた塾 里山と諏訪原城跡の整備 100ページ 

NPO法人 里山どんぐりの会 
里山づくり（人工林・雑木林育成） 

101ページ 
「森づくり県民大作戦」 

島田瓦斯株式会社 くらしにも優しい環境活動 101ページ 

島田市総合スポーツセンター外３

施設指定管理者 

報徳・サン・シンコーグループ 

島田市総合スポーツセンター外３施設の地球にやさしいエコ

活動 
104ページ 

第１章 環境施策の実施状況 

しまだエコ活動 
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